
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
※SDGsは「誰ひとり取り残さない社会」を実現するための目標です。 

 

 

 早いもので、様々な出来事が起きたこの年もいよいよ残り 1か月となりました。厳しい寒さの中、

冬のひだまりがことのほか暖かく感じます。大掃除にクリスマス、お正月の準備など何かと心忙し

い月ですが、まずは今日までがんばってきた自分を褒めてあげてくださいね。それでは今月号を

どうぞ。 

を
正しく理解しましょう 

令和５年度 第５回 分かりやすいじんけんの話 

人権テーマ 感染症等の病気にかかわる人の人権 

 
講師 

日時： 

場所： 

12月15日(金) 
１９：００～２０：１５ 

ほくほくプラザ 

前田
ま え た

 寿光
と し み つ

さん 
 皆さんは、ハンセン病のこと、隔離政策のこと、元患者の方やそ

の家族への予断と偏見、差別による人権侵害が引き起こされたこと

などご存じですか？ 

 ようやく落ち着いてきたコロナ感染症による様々な人たちへの誹

謗中傷や差別が繰り返されてきた現実を目の当たりにして、私たち

は同じ過ちをしないため「何も知らなかったでは済まされない」こ

とを気づき合いしませんか？ 

 ぜひ、「ハンセン病問題について」正しく理解し差別のない人権尊

重社会の実現に向けて自分にできることを見つけ合いましょう。 

 

鳥取県ハンセン病問題人権学習会講師 

2023 

 

令和５年 

12/9(土)13：00～16：00 

北栄町大栄農村環境改善センター 

北栄町由良宿 423-1 

 

[13：00開場] 日 

時 

場 

所 

アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み) 

 

鎌田
か ま た

 敏
び ん

 氏 
こころ元気配達人 こころ元気研究所 所長 

 講 演 

講 師 

内 容 

●ホールイベント 

●展示コーナー 

 ・人権コーナー 

 ・子どもたちの作品コーナー 

●特設人権相談コーナー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 金  

2 土 ○児 「ほくほく食堂」 

3 日  

4 月 午前休館 

5 火 

火 

 

 6 水  

7 木  

8 金  

9 土  

10 日 絵本の読み聞かせ会 

11 月 午前休館 

12 火  

13 水  

14 木  

15 金 第５回 分かりやすいじんけんの話 

16 土 
習字教室 

○児 「スノーボールクッキーとココアラテを作ろう！」 

17 日 おしゃべりサロン 

18 月 午前休館 

19 火  

20 水  

21 木  

22 金  

23 土 習字教室 

24 日  

25 月  

 26 火  

27 水  

28 木              

29 金 休館 

30 土 休館 

31 日 休館 
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

✿どなたでもご参加いただけます♪ 

【お願い】ご不要になった子ども服やおもちゃ、 

ベビー用品があればお譲りください。 

 

✣ ✣
開
館
時
間 

9
時
～
17
時
15
分 

 

１２月４日～１２月１０日は人権週間です。 
 

 

昭和２３年１２月１０日、国際連合第３回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき

共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。 

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初め

て国際的にうたったもので、採択日である１２月１０日は、「人権デー」と定められています。 

日本でも、人権デーを最終日とする１週間（１２月４日から１２月１０日）を「人権週間」と定め、全

国的に人権尊重思想の普及高揚を図るための啓発活動を行っています。 

現在でも、いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障がい

のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別（同和問題）、ハンセン病

問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。 

これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を「誰か」のことではなく、自分の

こととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて認識を深めることが必要です。 

北栄町においても、広く町民のみなさまに人権問題についての関心を高めていただくために、

じんけんフェスティバルや街頭啓発などを実施します。 

この人権週間をきっかけに人権について考えてみましょう。 

 

 


